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第２章　
Ⅱ　限りある資源を大切にする循環型社会づくり

この節では、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をできる限り低減する「循
環型社会」の形成を目指し、廃棄物を減らし資源として生かす３Ｒの取組やリサ
イクル産業発展の促進について説明します。
講じた施策講じた施策

現況と課題現況と課題

目標と進捗状況目標と進捗状況
平成27年度の県内の一般廃棄物の排出量は約237万
ｔ、最終処分量は約11万ｔで、これまでの３Ｒ（ごみ
の発生を抑制する「リデュース」、物を繰り返し使う「リ
ユース」、ごみを資源として再生利用する「リサイク
ル」）の取組などにより、１人１日当たりの最終処分
量は減少傾向にありますが、最終処分量の一層の削減
のため、ごみを出さないライフスタイルの定着を図る
ことが必要です。また、事業系ごみの排出量は、減少

傾向にあったものの、ここ数年は横ばいであり、事業
者の意識啓発など削減に向けた取組が必要です。
一方、平成27年度の県内の産業廃棄物の発生量は約
1,231万ｔ、最終処分量は約19万ｔで、ほぼ横ばい傾
向にあることから、更なる最終処分量の低減を図るた
め、排出量の抑制に努めることが必要です。
さらに、今後は、高度成長期に造られた建築物の老
朽化が進み、建替えなども見込まれることから、発生
現場でより一層の分別やリサイクルの推進が必要で
す。

図４－１　循環型社会形成に向けた取組　

1 発生抑制
　（Reduce）
・環境配慮
　ライフスタイル
・容器包装類の軽減
・マイバッグ
・マイボトル

・バイオマスの活用
・有用資源の回収

3 再生利用
　（Recycle）

2 再使用
　（Reuse）

・フリーマーケット
・リサイクルショップ

・電気や
　温水の利用

５ 適正処分

消費･使用

廃　棄最終処分

資源投入

生産･製造

処理
（リサイクル、
焼却等）

4 熱回収

図４－２　廃棄物とは

生活系ごみ 

事業系ごみ 
ご　み 

し　尿 

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち
法令で定められた２０種類 
（例）燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、 

廃アルカリ、廃プラスチック類、
紙くず、木くず、繊維くず、 
動植物性残さ　等 

一般廃棄物 

産業廃棄物 
廃 棄 物 

　廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚
泥、ふん尿などの汚物や、自分で利用したり
他人に売却したりできないために不要になっ
たもので、液状又は固形状のもの全てを言い
ます。 
　家庭などから発生するごみやし尿などの一
般廃棄物は、市町村の責任の下に処理されま
す。工場などから発生する燃え殻、汚泥など
の産業廃棄物は、事業者の責任で処理されま
す。 

第４節 廃棄物の減量化・循環利用の推進

環境の現状と対策　
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講じた施策講じた施策

現況と課題現況と課題

目標と進捗状況目標と進捗状況

１　３Ｒの推進　

◇ごみを出さないライフスタイルの普及や食品ロス・
事業系ごみ削減の促進
ごみを出さない「循環型ライフスタイル」の定着に
向け、特に使い捨て容器ごみの削減を図るリデュース
の取組として、マイボトルやマイバッグの利用を推進
しています。
外出時に水筒（マイボトル）などを携帯する「みん
なでマイボトル運動」の普及を図るため、日本スリー
デーマーチなどのイベントにおいて、パネル展示や啓
発品の配布などを行いました。
レジ袋の削減を図るため、「マイバッグ持参運動・
レジ袋削減運動」を推進しています。市町村と連携し
て、イベントや広報紙を通じて啓発を行いました。
食品残さの削減を図るため、コープみらいフェスタ
においてブース出展を行うなど、イベントや講座にお
いて啓発を行いました。また、小盛りメニューやハー
フサイズの設定、量り売りの実施など、食品残さの削
減に取り組む店舗を認定する「彩の国エコぐるめ事
業」に取り組んでいます。

◇建設廃棄物などの再資源化の促進
建設工事や解体工事から発生する建設副産物の発生
抑制、分別解体、再利用、適正処理、再生資材の利用
促進について、市町村と一体となって取り組んでいま
す。コンクリートや建設発生土などの品目ごとに再資
源化目標値を設定し、再資源化の促進を図っています。
産業廃棄物の排出事業者及び処理業者に対しては、
一般社団法人埼玉県環境産業振興協会と連携して産業
廃棄物適正処理講習会を開催するなど、適正処理に向
けた普及啓発を図りました。
また、建設リサイクル法に基づき家屋解体現場等へ
の立入指導を行った際には、廃棄物の適正処理、再資
源化の促進が図られるよう指導を徹底しました。
浄水場において河川水の浄水処理過程で発生する浄
水発生土については、セメント原料化などにより再資
源化を図りました。

◇各種リサイクル法の円滑な実施
（１）リサイクルに係る仕組みの充実
平成25年４月から施行された小型家電リサイクル法
について、市町村及び一部事務組合に情報提供を行い
ました。
また、平成28年度に国が主催した「違法と疑われる
廃棄物回収業者の指導・取締の強化に関するモデル事
業」に参画し、各種リサイクル法の円滑な実施の一環
として、違法な回収業者に対する効果的な指導・取締
方法の確立を図るための検討を行いました。

（２）３Ｒに係る情報の発信
ごみの減量化やリサイクルを実践している団体や事
業者に対して情報の発信や意見交換を行い、特定非営
利活動法人埼玉エコ・リサイクル連絡会が主催した
「エコ・リサイクル交流集会2017」を後援しました。

◇廃棄物系バイオマスの利活用の促進
平成2４年３月に策定した「埼玉県農山村バイオマス
利活用推進計画」に基づき、家畜排せつ物、食品残
さ、農業集落排水汚泥、製材工場等残材、稲わら・麦

（年度）

排出量

最終処分量

一人一日当たりの
最終処分量
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図４－３　一般廃棄物処理状況

発生量 

最終処分量 

 

（年度）

（千ｔ）

平成23 24 25 26 27

170 166 194 192 188
0

1,000

11,000

12,000

13,000

12,010 11,773 11,633
11,886
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図４－４　産業廃棄物処理状況

写真４－１ コープみらいフェスタにおけるブース出展
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わら・もみがらなど農山村に広く賦存するバイオマス
資源の利活用促進を図っています。
また、食品廃棄物の飼料化・肥料化の推進や下水汚
泥の固形燃料化など、未利用の廃棄物系バイオマスに
ついて、再資源化や効率的なエネルギー回収などの有
効利用を促進しています。
平成28年度は県ホームページ、県政出前講座及び研
修会等でバイオマス利活用に関する情報提供や啓発を
行いました。（県政出前講座１回、研修会２回（延べ
170人））
また、農業ビジネス支援課内に「農山村バイオマス
利活用相談窓口」を設置するとともに、研修会やド
リームフェスタの展示ブースにおいて、県民や事業者
からの相談に応じました。（相談件数　延べ６1件）

◇循環型社会に向けた環境学習の推進
循環型社会の構築には個人の取組が必要ですが、
年々環境問題に対する県民の意識は高まっています。
そこで、県政出前講座や、夏休み時期に開催する
「親子３Ｒ講座」、企業との共催による「親子エコ・
クッキング教室」、大学生などを対象に専門家を派遣
して講義を行う「ゲストスピーカー派遣事業」によ
り、３Ｒについての学習の機会を設け、循環型社会推
進についての理解向上を図りました。
また、ごみを出さないライフスタイルの定着を図る
ため、３Ｒ（発生抑制「リデュース」、再使用「リユー
ス」、再生利用「リサイクル」）について学習する３Ｒ
講座の開催を推進しています。平成28年度末の受講者
数は６,107人です。

◇県の率先行動
県では環境マネジメントシステムを運用し、全ての
機関で率先して廃棄物の削減などのエコオフィス化に
取り組んでいます。また、環境に配慮した物品を優先
的に購入する「グリーン購入」を率先して実施してい
ます。

２　リサイクル産業発展の促進

◇リサイクル製品の認定
主に県内で発生する廃棄物を原材料に用いた物品で
安全性や品質などの基準を満たした製品を県が認定す
る「彩の国リサイクル製品認定制度」を平成2４年度に
創設しました。平成28年度に４製品を追加し、これま
でに13製品を認定しています。具体的な製品情報を積
極的に広報することにより、リサイクル資材の普及拡
大とリサイクル産業の育成を図っています。

◇資源循環工場の適切な運営管理
本県では、公共関与による透明性の高い安全管理シ
ステムの下、先端技術を有する環境産業の集積と県営
の最終処分場の整備をしています。

①彩の国資源循環工場
廃棄物の適正処理とリサイクルの一層の促進を図る
ため、先端技術を有する環境産業を集積した「彩の国
資源循環工場」を整備しました。この工場は、公共の
計画性・信頼性と民間の経営力・技術力を生かすた
め、PFI及び借地方式により、さまざまなリサイクル
を行う民間の施設を集積したものです。
施設の整備に当たっては、法律や条例の基準を上回

図4－5　彩の国資源循環工場の安全管理システム

住　民
監視組織埼 玉 県

彩の国資源循環工場の「安全管理システム」
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 情報開示
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図4－6　彩の国資源循環工場第２期事業完成後のイメージ

講じた施策講じた施策

現況と課題現況と課題

目標と進捗状況目標と進捗状況

施策指標 目標設定時 現状値 目標値 指標の定義・選定理由

一般廃棄物の１人
１日当たりの最終
処分量

47g/人・日
（H26年度末）

41g/人・日
（H27年度末）

43g/人・日
（H33年度末）

（定義）　一般廃棄物の１人１日当たりの最終処分
（埋立処分）量。
* １人１日当たりの最終処分量＝
　年間最終処分量（県外含む）／（県人口×年間日数）
（選定理由）　一般廃棄物の減量化の状況を的確に示
す数値であることから、この指標を選定。

産業廃棄物の最終
処分量（年間）

192千トン
（H26年度末）

188千トン
（H27年度末）

172千トン
（H33年度末）

(定義)　年間（４月から３月まで）の産業廃棄物の最
終処分（埋立処分）量。
(選定理由)　産業廃棄物の減量化の状況を的確に示す
数値であることから、この指標を選定。

県や市町村が行う
３Ｒ講座の受講者
数（年間）

6,617人
（H27年度末）

6,107人
（H28年度末）

7,000人
（H33年度末）

(定義)　県や市町村が行う３Ｒ講座の受講者数。
(選定理由)　一般廃棄物の減量化・循環利用の推進の
ためには、県民一人一人がごみを出さないライフス
タイルを心掛け、自ら実践するよう、効果的な普及
啓発が必要であることから、この指標を選定。

る厳しい公害防止対策や工場排水のクローズドシステ
ムなど、高度な環境対策を講じています。また、運営
には、徹底した情報の公開と住民参加による安全管理
システムを採用するなど、開かれた運営を通じ、安
心・安全な操業を確保しています。
工場には７社のリサイクル施設が操業しており、相
互に連携しながら効果的・効率的な廃棄物の再資源化
と技術の向上に取り組んでいます。

②彩の国資源循環工場第２期事業
持続可能な循環型社会の実現に向け、環境整備セン

ター隣接地において「彩の国資源循環工場第２期事
業」を実施し、最終処分場と工場用地を一体的に整備
しました。
最終処分場は、面積5.7ha、埋立容量６17,000㎥（約
50万t）の管理型処分場です。
工場用地は、面積1４.7ha（平場面積11.0ha、緑地面
積3.7ha）です。ここに環境負荷の軽減に寄与する製
造業の施設、焼却施設を含まない再資源化施設などの
誘致に取り組んでいます。平成28年度までに、製造施
設４社と再資源化施設１社が操業を開始しました。
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本県では、廃棄物の排出者や処理業者が廃棄物を適正処理するため、不法投棄の
未然防止・早期発見・早期対応の取組を進めるとともに、監視・指導を徹底しま
す。また、ＰＣＢ廃棄物や石綿廃棄物など有害廃棄物の適正処理を推進します。
講じた施策講じた施策

現況と課題現況と課題

目標と進捗状況目標と進捗状況
本県の産業廃棄物の不法投棄は、未然防止・早期発
見・早期対応の取組の充実により、その認知件数は、
平成２２年度から平成２６年度までの４年間で３割に減少
しました。しかしながら、本県は産業廃棄物が多量に
発生する首都圏に位置し、高度経済成長時代に建設さ
れた建築物が更新時期を迎えることから、多量の建設
系廃棄物の発生が今後も見込まれ、不法投棄等の不適
正処理の増加が懸念されます。今後も、適正処理を推
進するため、未然防止・早期発見・早期対応の取組を
進めていくとともに、監視・指導の徹底や産業廃棄物
の処理状況を容易に確認することができ、平成２７年度
末現在でその普及率が５3.1％となっている電子マニ
フェスト（通信ネットワークを使用して産業廃棄物の
処理の流れを管理する仕組み）の利用を更に促進して
いくことが必要です。
特に、石綿廃棄物については、不適正処理や健康被
害を防止するため、建物の解体時などに飛散防止を図
り、適正処理を徹底するよう関係者に対する指導が必
要です。
ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物については、「埼
玉県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」に定められ
た処理期限までに確実かつ適正に処理しなければなり
ません。特に高濃度PCB廃棄物については、平成3５
年度末までに全て処理する計画となっていることか
ら、期限内に完了させるよう計画的に処理することが
必要です。

講じた施策講じた施策

現況と課題現況と課題

目標と進捗状況目標と進捗状況

１　廃棄物の排出者及び処理業者に対する
適正処理の推進

◇一般廃棄物処理施設の適正な維持管理の指導、施設
整備への支援
市町村の廃棄物処理施設の計画的な整備のため、環
境省所管循環型社会形成推進交付金などの活用を支援
しました。

◇産業廃棄物排出者に対する指導強化及び適正な行政
処分並びに処理施設の適正な維持管理の促進

（１）産業廃棄物排出者及び処理業者に対する指導強化
産業廃棄物の排出事業者及び処理業者に対して、一
般社団法人埼玉県環境産業振興協会と連携して産業廃
棄物適正処理講習会を開催するなど、適正処理に向け
た普及啓発を図りました。
また、ダイオキシン対策を目的とした県外産業廃棄
物事前協議制度※や建設リサイクル法に基づく家屋解
体現場等への立入検査など、廃棄物の適正処理、再資
源化の促進が図られるよう指導を徹底しました。

※県外産業廃棄物事前協議制度：県外で発生した建設系
産業廃棄物を県内の処理施設に搬入して処理する場合
に排出事業者に対し県への事前協議を義務づける制度

（２）産業廃棄物排出者及び処理業者に対する適正な
行政処分等

法律で定める基準に違反した排出事業者や処理業者
に対して、口頭指導や文書勧告を行いました。　
事業者が指導に従わない場合は改善命令や業務停止
等の行政処分を、特に悪質性の高い事業者に対して
は、許可取消処分を実施しました。

表５－１　監視・指導状況
（単位：件）

年度
（平成）

監視・指導数
合計不法投棄 不適正処理 適正処理 その他

19 313 5,894 12,046 568 18,821

20 277 4,051 11,259 565 16,152

21 184 2,839 8,948 653 12,624

22 103 2,485 8,701 293 11,582

23 102 2,001 7,627 278 10,008

24 69 1,691 7,088 194 9,042

25 44 1,912 5,513 202 7,671

26 32 1,581 5,248 347 7,208

27 43 1,667 5,166 305 7,181

28 63 2,079 6,398 266 8,806

（３）産業廃棄物処理施設の立入検査等
焼却施設や破砕施設など産業廃棄物処理施設の適正
な施設構造と維持管理が図られていることを確認する
ため、廃棄物処理法等に基づく立入検査を実施し、必
要な指導を行いました。

第５節 廃棄物の適正処理の推進
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◇安心・安全な県営処分場の運営、研究
本県では、自ら処分場を確保することが困難な県内
の市町村や中小企業者等のために、全国初の県直営の
最終処分場として環境整備センターを整備し、平成元
年２月から供用を開始しています。廃棄物の埋立てに
当たっては、厳しい管理基準を設定するなど環境保全
対策に万全を期しています。環境整備センターでは、
約２７1万tの廃棄物を埋め立てる計画となっており、平
成２８年度の埋立て重量は３万２,900tで、供用開始から
約1６７万t（全容量の約６２％）を受け入れました。

２　不法投棄対策の推進

◇不法投棄の未然防止・早期発見・早期対応の徹底
（１）未然防止への取組
適正処理講習会の開催や県外産業廃棄物事前協議制
度の運用、立入検査等により産業廃棄物の排出者及び
処理業者による適正処理を推進することで、不法投棄
の未然防止を図りました。
平成２８年10月1４日から1２月２８日までの「不法投棄撲
滅強化期間」に、廃棄物運搬車両の路上調査等の不法
投棄防止の取組を集中的に実施しました。また、不法
投棄防止啓発を目的として「不法投棄防止キャンペー
ン」を県内各地で４回開催しました。

表５－３　環境整備センターの埋立実績
	 	 （単位：ｔ）

年度
（平成） 埋立量 埋立量の内訳

一般廃棄物 産業廃棄物
24 39,492 28,598 10,894 

25 42,857 28,845 14,012 

26 39,841 26,352 13,489 

27 33,184 22,537 10,647 

28 32,900 21,113 11,787 

埋立量累計 1,672,783	 1,441,887	 230,896 
※平成元年２月供用開始

写真５－１	不法投棄防止キャンペーン

（２）早期発見への取組
廃棄物の不法投棄などの不適正処理の早期発見のた
め、民間協働による取組を強化して行いました。
県が実施している定期的な監視パトロールのほか
に、民間警備会社への委託による休日・夜間の監視パ
トロールを年間10４日実施しました。
また、県内を巡回する業務を行っている民間企業、
組合など3７の団体と「廃棄物不法投棄の情報提供に関
する協定」を結び、不法投棄の情報提供をお願いして
います。
さらに、「産業廃棄物不法投棄110番」（01２0-５30-
3８４：ごみをみはるよ）を設置し、県民の方から、フ
リーダイヤルで夜間・休日を問わず８２件の通報を受け
付けました。

（３）早期対応への取組
県土整備部、農林部などの関係部局、市町村、警察
本部との連携を強化するために設置した埼玉県廃棄物
等不法投棄対策推進会議及び環境管理事務所ごとに設
置した地区合同不法投棄等対策会議を中心に、関係機
関が連携して監視パトロールを行い、不適正処理に迅
速に対応しました。
また、県産業廃棄物指導課に現役の警察職員を２名
配置し、秩父を除く環境管理事務所には、警察OB職
員である廃棄物不適正処理監視指導員を配置すること
で、粗暴事案等への対応能力を高めました。悪質事案
に対しては警察本部との連携を図り対応しました。
さらに、産業廃棄物対策に係る市町村職員の県職員
併任制度により、平成２８年度末現在で５9市町村の職員
に対して、県職員と同様の立入権限を付与し、不適正
処理の早期発見、早期対応に努めました。

（４）産業廃棄物の山の撤去・改善
廃棄物が大量に積まれて山となった場所に対し「捨
て得は絶対に許さない」という基本方針のもと、山を
築いた行為者などに対して徹底した撤去指導を行って
います。
また、崩落、火災の危険性及び有毒ガスの発生など

表５－２　産業廃棄物排出事業者・処分業者に対する行
政処分などの状況

単位：件

年度
（平成）

行政処分 行政指導
報告	
徴収 合計許可	

取消
業務停止	
施設停止

改善命令	
措置命令

文書	
勧告

口頭	
指導

19 25 0 5 55 5,787 17 5,889

20 33 0 3 11 4,264 14 4,325

21 44 2 2 9 3,169 1 3,227

22 38 0 3 6 2,871 4 2,922

23 11 5 4 21 2,379 53 2,473

24 18 4 2 31 2,339 52 2,446

25 16 7 4 77 2,481 37 2,622

26 22 0 4 42 2,230 44 2,342

27 19 3 2 30 2,036 38 2,128

28 19 1 2 26 2,052 18 2,118
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県民の生活環境に重大な支障を来すような緊急性があ
る場合には、県、市町村、各種団体が協力して撤去・
改善対策を進めています。

３ 有害廃棄物の適正処理の推進

◇ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物の適正処理
本県に保管されている高濃度PCB廃棄物について
は、平成２７年度から変圧器及びコンデンサー等の本格
的な処理が始まりました。平成２9年度から安定器・汚
染物等の本格的な処理が始まります。PCB廃棄物に
は、PCB特別措置法により処分委託期限が定められ
ていることから、PCB廃棄物の保管事業者に対して、
期限までの確実かつ適正な処理を周知するとともに、

保管状況等の届出や適正保管の徹底について指導を行
いました。

◇石綿廃棄物の適正処理
石綿は繊維状の鉱物で吸引により肺がんや中皮腫な
どの病気を引き起こすおそれがあることが知られてい
ます。石綿の飛散による健康被害を防止するため、建
設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リ
サイクル法）に基づく届出があった家屋解体現場への
立入指導等を８1６件実施し、石綿廃棄物の適正処理指
導を行いました。
また、解体工事業者及び建設業者に対して講習会を
実施し、関係法令等の周知を図りました。

講じた施策講じた施策

現況と課題現況と課題

目標と進捗状況目標と進捗状況

施策指標 目標設定時 現状値 目標値 指標の定義・選定理由

電子マニフェス
トの普及率

49.7%
（H26年度末）

53.1%
（H27年度末）

62.6%
（H33年度末）

(定義)　排出事業者が産業廃棄物の処理を他人に委託する
際に交付するマニフェストのうち、電子マニフェストの割
合。
(選定理由）　電子マニフェストは、紙マニフェストと比較
して、事務処理の効率化や産業廃棄物の処理の流れに関し
て透明性が高いなど導入のメリットが大きく、電子マニ
フェストの普及率を高めることは、不法投棄などの不適正
処理の防止対策にもつながることから、この指標を選定。

高濃度PCB廃棄
物（変圧器及び
コンデンサー）
の処分率

11.6%
（H27年度末）

17.1%
（H28年度末）

89.9%
（H33年度末）

(定義)　県が把握している高濃度PCB廃棄物（変圧器及び
コンデンサー）の台数のうち、中間貯蔵・環境安全事業株
式会社（JESCO）で処分された台数の割合。
(選定理由）　県が把握している高濃度PCB廃棄物（変圧器
及びコンデンサー）の処分の進捗状況を示すものであり、
計画的に処理を推進していくための指標となることから、
この指標を選定。
また、PCBは有害物質であり、安心・安全に暮らせる社
会をつくるためには、一日も早い処理完了に向けて、確実
かつ適正に処理を進めていかなければならない。
「廃棄物の適正処理の推進」の施策指標として、当該指標
は、現在の廃棄物問題を的確に反映していることから、こ
の指標を選定。

安定器変圧器

コンデンサー

写真５－２　高濃度PCB廃棄物（変圧器、コンデンサー及び蛍光灯安定器）
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この節では、健全な水環境の推進と地盤環境の保全を図るための取組について説
明します。
講じた施策講じた施策

現況と課題現況と課題

目標と進捗状況目標と進捗状況
水は「降水→地表水（河川・湖沼）・地下水→海洋
→蒸発→降水」という循環系を形成しています。その
過程で水道用水・工業用水・農業用水などとして活用
され、再び河川や地下水に還元されるなど、絶えず地
球上を循環しています。
都市部への人口集中、産業構造の変化、地球温暖化
などの様々な要因により、水循環に変化が生じていま
す。健全な水循環の維持又は回復に向け、水を適切か
つ有効に利用するための取組を促進することが必要で
す。
また地下水は、水量の確保と水質の浄化という点で
自然の水循環系に不可欠な役割を果たしています。こ
の地下水を多量に汲

く

み上げると地盤沈下が引き起され
ます。
近年は、地下水採取規制により水源転換が進み、地
盤沈下は沈静傾向ですが、依然として緩やかに継続し

ています。特に、渇水時など地下水依存度が高まると
地盤沈下は顕著に現れることから、今後も地盤沈下対
策が必要です。

講じた施策講じた施策

現況と課題現況と課題

目標と進捗状況目標と進捗状況

１　健全な水循環の推進

◇健全な水循環の推進に関する取組や連携の推進
健全な水循環を維持・回復するため、国や事業者な
どと連携し、水の貯留・涵

かん

養
よう

機能を有する森林、河
川、農地、都市施設の整備などを進めるとともに、水
の適正かつ有効な利用を図る取組を推進しています。

◇雨水利用の推進
雨水や一度使った水を処理して、飲料水ほどの水質
が求められないトイレの洗浄水や散水などに利用する
雨水・再生水利用は、水を有効に利用する方法の一つ
であるため、PRに努めました。
平成２８年３月末現在の雨水・再生水利用施設数は

図６－２　地盤沈下面積の推移

図６－３　地盤沈下状況図

表６－１　地盤変動の状況                            （平成28年）

水
準
点
の
変
動

沈下２㎝以上 0地点
　〃 ２㎝未満 477地点
不動 5地点
上昇 114地点

年間２㎝以上の沈下面積 0㎞2

最大沈下量 1.8㎝

図６－１　地下水位の推移

第６節 水循環の健全化と地盤環境の保全
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６３５施設（平成２８年度全国水需給動態調査）で、その
うち約９割は雨水を利用しています。

２　地下水のかん養

◇雨水貯留浸透施設の整備
雨水を地下に浸透させるため、雨水浸透施設の設置
を推進し、河川の洪水氾濫の抑止や水循環の健全化を
図っています。平成２９年３月現在、新河岸川流域内の
既存住宅に雨水浸透桝を１４,7５６基設置しました。

◇透水性アスファルト舗装による歩道整備
雨天時に歩行者が快適に歩行できるよう透水性アス
ファルト舗装を推進し、地下水の涵

かんよう

養を図っています。

３　地盤沈下防止対策の推進

◇地下水採取規制の的確な運用
地盤沈下を防止し、県民の快適な生活環境を保持す
るよう地下水の採取規制の遵守徹底を図りました。

◇地下水採取による地盤変動及び地下水位の観測
地盤沈下を未然に防止するため、３９観測所（６６観測
井）で地盤変動や地下水の変動を監視しています。ま
た、１１観測所にテレメーターシステムを導入し、地下
水位を常時監視しています。

◇国や隣接県と連携した地盤沈下対策の研究、検討
国及び関東地方平野部の都県と地盤沈下調査測量協
議会を構成しています。関東地方の地盤沈下等量線図
の作成や地震に伴う地殻変動の水準測量への影響な
ど、地盤沈下に関する情報の共有化を図っています。

◇地下水から河川表流水への転換による地盤沈下防止
の推進
水道用水供給事業及び工業用水道事業の実施によ
り、地下水から河川表流水への水源転換を図っていま
す。
平成２８年度は、水道用水供給事業では５５団体（５８市
町、茨城県五霞町を含む。年度末現在）に６億３,0２９
万㎥／年を、工業用水道事業では１５１事業所（年度末
現在）に４,１５7万㎥／年を供給しました。

図６－４　地下水採取規制図（平成29年３月31日現在）

講じた施策講じた施策

現況と課題現況と課題

目標と進捗状況目標と進捗状況

施策指標 目標設定時 現状値 目標値 指標の定義・選定理由

1年間の地盤沈下
量が2㎝以上の地
域の面積

0
（H27年度末）

0
（H28年度末）

0
（H33年度末）

（定義）地盤沈下調査により１年間の地盤沈下量が２
㎝以上の地域の面積。
（選定理由）環境省が地盤沈下の注意を要する地域の
目安として示していることから、この指標を選定。

5年間の累積沈下量
が4㎝未満の地盤
観測基準点の割合

99.8%
（H27年度末）

99.6%
（H28年度末）

100%
（H33年度末）

（定義）地盤沈下の観測箇所数に対する５年間累積沈
下量が４㎝未満の箇所数の割合。
（選定理由）５年間の累積した沈下量は、地盤沈下の
中期的な状況を示す数値であることから、この指標を
選定。


